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田辺市測量設計等委託業務の入札に係る落札者決定要領 

 

平成 22 年 10 月１日 制定 

最終改訂 令和８年４月１日 

 

本市では、著しく低い価格で落札するダンピング受注の防止策として、委託業務等の発注においては、

平成 21 年度から「最低制限価格制度」を導入した。その後、平成 23 年度から本市が設計書を提示する予

定価格 3,000 万円以上の委託業務等について「失格判定型低入札価格調査制度」を、その他、設計書を提

示しない、又はできない委託業務等について「変動型最低制限価格制度」を導入し、適正な価格での受注

を心掛けているところである。 

本要領は、本市が委託業務等を発注する場合において、適正な予定価格、最低制限価格及び調査基準価

格の設定方法等を示し、適正な価格で契約をするための制度を定めたものである。 

ただし、本要領に基づき入札等をすることが適当でない場合で、市長が特に認める場合は、この限りで

はない。 

 

第１章 委託業務等の入札等における基本的な考え方 

 

１ 本要領に掲げる用語の定義 

本要領に掲げる用語の定義は、以下のとおりとする。 

⑴ 測量設計等委託業務 測量設計業務、土木関係建設コンサルタント業務、建築関係建設コンサルタ

ント業務、補償関係コンサルタント業務及び地質調査業務等、建設工事に付随する委託業務並びに地

籍調査業務をいう。 

⑵ 測量設計等委託業務以外の委託業務 建設工事に付随しない測量設計等委託業務以外の本市が発注

する全ての委託業務をいう。 

⑶ 委託業務等 前２号を総称したものをいう。 

⑷ 入札等 本市が発注する競争入札並びに最低制限価格の設定が必要な随意契約を総称したものをい

う。 

⑸ 設計書 国、県の積算基準及び歩掛等、公的積算基準に基づき作成された設計書、又はその他の方

法により作成された設計書であって、本市が設計書と認めたものをいう。 

⑹ 予定価格 入札等において前号の設計書に示された設計金額、又は本市がその他の方法により算出

し、予定価格として設定した額をいう。 

⑺ 入札通知等 入札等において発注者が行う入札公告、指名通知、入札依頼及び見積依頼等のことを

いう。 

⑻ 担当課等 委託業務等において予算担当課、設計担当課、又は入札等を実施する課等をいう。 
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２ 委託業務等を入札等に付そうとする場合の基本的な考え方 

本市が発注する委託業務等を入札等に付そうとする場合の基本的な考え方は、次のとおりとする。 

⑴ 原則として、入札等により契約業者を選定するものとする。 

⑵ ダンピング受注防止のため、設計書の作成、適正な予定価格及び最低制限価格、又は調査基準価格

の設定に努めることとする。 

⑶ 最低制限価格を設定する場合は、最低制限価格の設定方法を予め入札通知等で入札参加者に周知す

るものとする。本要領によらない別の方法で設定する場合や最低制限価格を設けない場合等も同様と

し、周知できない場合は、最低制限価格を設定せず入札を行う。 

⑷ 入札等により落札者を決定する場合は、原則として、まずは、「落札候補者」（随意契約の場合は、

「契約候補者」と読み替える。以下同じ。）と決定した上で、担当課等において技術審査を行い、適正

な履行が可能と判断した場合は、落札候補者を落札者（随意契約の場合は、「契約者」と読み替える。

以下同じ。）と決定し、契約を締結するものとする。落札候補者が技術審査の結果、失格となった場合

は、次順位者がいる場合、繰り上がり落札候補者となり、落札者が決定するまで技術審査を繰り返す

ものとする。なお、技術審査の方法については、第３章において規定するが、入札通知等において、

特段の定めがある場合は、この限りではない。 

⑸ 担当課等は、入札等の方法や落札者の決定に関して疑義が生じた場合等は、庁内の関係部署や関係

組織と協議を行い、必要に応じて工事入札資格審査委員会、工事入札指名業者選考委員会又は物品等

入札参加資格審査委員会等に諮った上で、入札等の方法や落札者の決定をするものとする。  
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第２章 適正な予定価格、最低制限価格及び調査基準価格の設定方法 

 

１ 設計書提示型最低制限価格制度 

 ⑴ 対象業務及び制度の概要 

設計書による予定価格が算出されている委託業務等で予定価格が 3,000万円未満の業務とする。 

   設計書による設計価格を基に最低制限価格を設定し、予定価格と最低制限価格の範囲内において、

最低価格入札者（随意契約の場合は、「見積者」と読み替える。以下同じ。）を落札候補者とする制度

となる。 

⑵ 予定価格 

設計書による設計金額とし、事前公表とする。 

⑶ 最低制限価格 

   最低制限価格の設定方法は、以下のとおりとし、事後公表とする。なお、最低制限価格は、入札通

知等で特別な定めがある場合を除き、消費税及び地方消費税を除いた額（以下、「税抜金額」という。）

で 1,000円未満切り捨ての金額とする。 

ア 測量設計等委託業務 

最低制限価格は、下表の計算方法で算出する額とする。ただし、測量業務及び地籍調査業務に係

る契約については、その割合が 10 分の 8.2を超える場合にあっては 10分の 8.2と、10分の６に満

たない場合にあっては 10 分の６とするものとし、土木関係及び建築関係建設コンサルタント業務及

び補償関係コンサルタント業務に係る契約については、その割合が 10 分の８を超える場合にあって

は 10 分の８と、10 分の６に満たない場合にあっては 10 分の６とするものとし、地質調査業務に係

る契約については、その割合が 10分の 8.5を超える場合にあっては 10分の 8.5と、３分の２に満た

ない場合にあっては３分の２とするものとする。 

種別 最低制限価格の計算方法 範囲(上限～下限) 

測量設計 

 

直接測量費×100％＋測量調査費×100％＋諸経費×

50％ 

10分の8.2～10分の６ 

土木関係建設 

コンサルタント 

直接人件費×100％＋直接経費×100％＋その他原価

×90％＋一般管理費等×50％ 

10分の８～10分の６ 

建築関係建設 

コンサルタント 

直接人件費×100％＋特別経費×100％＋技術料等経

費×60％＋諸経費×60％ 

10分の８～10分の６ 

補償関係 

コンサルタント 

直接人件費×100％＋直接経費×100％＋その他原価

×90％＋一般管理費等×50％ 

10分の８～10分の６ 

地質調査 

 

直接人件費×100％＋間接調査費×90％＋解析等調

査業務費×80％＋諸経費×50％ 

10分の8.5～３分の２ 

地籍調査 

 

直接経費×100％＋諸経費×50％ 10分の8.2～10分の６ 

  イ 測量設計等委託業務以外の委託業務 

予定価格（税抜金額）に 100 分の 70 を乗じた額（1,000 円未満切り捨て）を最低制限価格とする。 

⑷ 落札候補者の決定 

予定価格と最低制限価格の範囲内において、最低価格入札者を落札候補者とする。最低価格入札者

が複数いる場合は、くじにより決定する。なお、くじの方法については、別に定める。予定価格を超

える入札者及び最低制限価格未満の入札者は、失格とする。  
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２ 失格判定型低入札価格調査制度 

⑴ 対象業務及び制度の概要 

設計書により設計金額が算出されている委託業務等で予定価格が 3,000万円以上の業務とする。 

設計書による設計価格を基に調査基準価格を設定し、調査基準価格未満の入札者がある場合は、低

入札価格調査対象者（以下、「調査対象者」という。）とする。調査対象者が提出する資料について、

別紙１「田辺市測量設計等委託業務の審査に係る失格判定基準」に基づく低入札価格調査を行い、入

札価格での履行の可否を判断する制度となる。ただし、本制度で実施することが適当でないものは、

この限りではない。 

 ⑵ 予定価格 

設計書による設計金額とし、事前公表とする。 

 ⑶ 調査基準価格 

ア 測量設計等委託業務 

調査基準価格は、下表の計算方法で算出する額（税抜金額）で 1,000 円未満切り捨ての金額とし、

事前公表とする。ただし、測量業務及び地籍調査業務に係る契約については、その割合が 10 分の

8.2を超える場合にあっては 10分の 8.2と、10分の６に満たない場合にあっては 10分の６とするも

のとし、建設コンサルタント業務及び補償コンサルタント業務に係る契約については、その割合が

10分の８を超える場合にあっては 10分の８と、10分の６に満たない場合にあっては 10分の６とす

るものとし、地質調査業務に係る契約については、その割合が 10分の 8.5を超える場合にあっては

10分の8.5と、３分の２に満たない場合にあっては３分の２とするものとする。 

種別 調査基準価格の計算方法 範囲(上限～下限) 

測量設計 

 

直接測量費×100％＋測量調査費×100％＋諸経費×

50％ 

10分の8.2～10分の６ 

土木関係建設 

コンサルタント 

直接人件費×100％＋直接経費×100％＋その他原価

×90％＋一般管理費等×50％ 

10分の８～10分の６ 

建築関係建設 

コンサルタント 

直接人件費×100％＋特別経費×100％＋技術料等経

費×60％＋諸経費×60％ 

10分の８～10分の６ 

補償関係 

コンサルタント 

直接人件費×100％＋直接経費×100％＋その他原価

×90％＋一般管理費等×50％ 

10分の８～10分の６ 

地質調査 

 

直接人件費×100％＋間接調査費×90％＋解析等調

査業務費×80％＋諸経費×50％ 

10分の8.5～３分の２ 

地籍調査 

 

直接経費×100％＋諸経費×50％ 10分の8.2～10分の６ 

  イ 測量設計等委託業務以外の委託業務 

予定価格（税抜金額）に 100 分の 70 を乗じた額（1,000 円未満切り捨て）を調査基準価格とする。 

⑷ 落札候補者の決定 

ア 調査基準価格未満の入札者がある場合は、調査基準価格未満の入札者のうち、最低価格入札者を

調査対象者第１位として低入札価格調査を実施する。最低価格入札者が複数いる場合は、くじによ

り決定する。なお、くじの方法については、別に定める。予定価格を超える入札者は、失格とする。 

イ 低入札価格調査 

  （ア）失格判定型低入札価格調査制度において調査基準価格未満で入札した場合は、調査対象者に下

記の書類を提出させ、低入札価格調査を行うものとする。 

ⅰ 低入札価格調査報告書（様式第１号） 

ⅱ 入札理由書（様式第２号） 

ⅲ 積算内訳書（本市が示した設計書と対比が可能なもの）（様式第３号） 

ⅳ 必要に応じて積算内容が分かる根拠資料 

ⅴ 主任技術者等届（田辺市契約課のホームページに掲載している様式） 

ⅵ 主任技術者経歴書（田辺市契約課のホームページに掲載している様式） 

ⅶ 主任技術者等の資格証明ができる書類 

国家資格等の技術検定合格書等の写し 
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ⅷ 主任技術者等の常勤性（３カ月以上の雇用）が確認できる書類 

雇用保険被保険者証、賃金台帳や給与所得の源泉徴収票の写し等 

ⅸ その他、市が指定する書類 

（イ）測量設計等委託業務の審査に係る失格判定基準に基づく判定 

当該入札に係る調査対象者の審査にあっては、事前に提出された書類の審査の結果、別紙１

「田辺市測量設計等委託業務の審査に係る失格判定基準」に定める失格事項のいずれかに該当す

る場合は、当該調査対象者を失格とする。 

（ウ）業務によっては、当該失格判定基準に係る項目等を別に定めることができる。その場合、事前

にその内容を入札通知等で通知する。 

ウ 落札候補者の決定 

（ア）調査の結果、調査対象者第１位の履行が可能と判断した場合は、落札候補者と決定する。 

（イ）調査対象者第１位の履行が不可能と判断した場合は、調査対象者第１位を失格とし、次順位の

調査対象者がある場合は、繰り上げて調査対象者として調査書類等の提出を求め、低入札価格調

査を行うものとする。なお、落札候補者が決定するまで同様の手続を行うものとする。 

（ウ）調査対象者がいなくなった場合は、本号エの規定によるものとする。 

エ 調査基準価格未満の入札者がない場合は、予定価格と調査基準価格の範囲内において、最低価格

入札者を落札候補者とする。最低価格入札者が複数いる場合は、くじにより決定する。なお、くじ

の方法については、別に定める。予定価格を超える入札者は、失格とする。 

 ⑸ 特例措置等 

対象となる委託業務等であっても、失格判定型低入札価格調査制度による入札が適当でないと判断

した業務にあっては、設計書提示型最低制限価格制度による入札執行ができるものとする。その場合、

入札通知等で事前に通知しなければならない。 
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３ 変動型最低制限価格制度 

 ⑴ 対象業務 

本市が設計書を提示しない、又は提示できない測量設計等委託業務以外の委託業務とする。 

設計書がないことから、適正な予定価格（設計金額）及び最低制限価格の設定が困難であるため、

業者から徴した見積書等を参考に予定価格を設定した上で仕様書を基に入札等を実施し、予定価格か

ら一定の割合で算出した額と、入札金額（随意契約の場合は、「見積金額」と読み替える。以下同じ。）

から算出された金額を比較して最低制限価格を設定する制度である。 

 ⑵ 予定価格 

  ア 事前に業者から徴した見積書や、その他の方法により設定した価格とし、事前公表とする。 

  イ 予定価格については、税抜金額により算出した後に、消費税及び地方消費税を加算した額を公表

するものとする。 

 ⑶ 最低制限価格の設定方法 

   次に示す計算方法により算出した額のうち、いずれか高い金額を最低制限価格とし、事後公表とす

る。ただし、有効札が１者のみの場合は、予定価格に 100分の 70を乗じた額とする。なお、入札通知

等で特別な定めがある場合を除き、税抜金額で 1,000 円未満切り捨ての金額とする。また、計算例は、

次頁を参照すること。 

  ア 入札等における有効札（予定価格以下で入札した札）の平均額（１円未満切り捨て）に 100 分の

80を乗じた額 

イ 予定価格に100分の70を乗じた額 

 ⑷ 落札候補者の決定 

本市が示した予定価格と前号に示す計算方法により設定した最低制限価格の範囲内において、最低

価格入札者を落札候補者とする。最低価格入札者が複数いる場合は、くじにより決定する。なお、く

じの方法については、別に定める。予定価格を超える入札者及び最低制限価格未満の入札者は、失格

とする。 
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変動型最低制限価格制度における最低制限価格の設定方法（計算例） 

 

事例１ Ａ社からＦ社の６社が以下のように応札した場合 ※予定価格 10,000,000円（税抜金額） 

［入札内容］ 

金額順 会社名 入札額（税抜金額） 備考 

１ Ａ社 11,000,000円  

２ Ｂ社 9,700,000円  

３ Ｃ社 8,000,000円  

４ Ｄ社 7,000,000円  

５ Ｅ社 6,600,000円  

６ Ｆ社 3,500,000円  

［手順１］Ａ社は、予定価格より高いため失格。有効札（予定価格以下で入札した札）から除く。 

［手順２］平均額を算出する。Ａ社を除いた有効札（Ｂ社～Ｆ社）の合計額を、業者数５で割る。 

     34,800,000円÷５社=6,960,000円（１円未満切り捨て） 

［手順３］有効札の平均額の 100分の80の額と予定価格の100分の70の額を比較する。 

（どちらか高い方を最低制限価格とする。） 

ア  6,960,000円×80/100=5,568,000円（1,000円未満切り捨て） 

イ 10,000,000円×70/100=7,000,000円（1,000円未満切り捨て） 

［結 果］最低制限価格は、［手順３］イの7,000,000円となる。 

このため、Ｅ社、Ｆ社が失格となり、落札候補者は、Ｄ社となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額順 会社名 入札額（税抜金額） 備考 

１ Ａ社   11,000,000円 失格 ※予定価格以上 

２ Ｂ社   9,700,000円  

３ Ｃ社   8,000,000円  

４ Ｄ社   7,000,000円 ★落札候補者 

５ Ｅ社 6,600,000円 失格 ※最低制限価格未満 

６ Ｆ社   3,500,000円  

事例２ Ａ社からＣ社の３者が以下のように応札した場合 ※予定価格 10,000,000円（税抜金額） 

［入札内容］ 

金額順 会社名 入札額（税抜金額） 備考 

１ Ａ社   10,000,000円  

２ Ｂ社  9,700,000円  

３ Ｃ社   7,000,000円  

［手順１］３社とも有効札であることを確認する。 

［手順２］平均額を算出する。有効札（Ａ社～Ｃ社）の合計額を、業者数３で割る。 

     26,700,000円÷３社=8,900,000円（１円未満切り捨て） 

［手順３］有効札の平均額の 100分の80の額と予定価格の100分の70の額を比較する。 

（どちらか高い方を最低制限価格とする。） 

  ア  8,900,000円×80/100=7,120,000円（1,000円未満切り捨て） 

イ 10,000,000円×70/100=7,000,000円（1,000円未満切り捨て） 

［結 果］最低制限価格は、［手順３］アの7,120,000円となる。 

このため、Ｃ社が失格となり、落札候補者は、Ｂ社となる。 

金額順 会社名   入札額 備考 

１ Ａ社   10,000,000円  

２ Ｂ社  9,700,000円 ★落札候補者 

３ Ｃ社 7,000,000円 失格 
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第３章 落札者の決定方法 

 

１ 技術審査 

落札候補者が、入札等の後に提出した以下の資料に基づき、技術審査を実施する。資料の提出の時期

については、発注者が指定するものとする。また、必要に応じて、ヒアリングを行う場合がある。 

⑴ 測量設計等委託業務 

ア 主任技術者等届（田辺市契約課のホームページに掲載している様式） 

イ 経歴書（田辺市契約課のホームページに掲載している様式） 

ウ 主任技術者等の資格証明ができる書類 

国家資格等の技術検定合格書等の写し 

エ 主任技術者等の常勤性（３カ月以上の雇用）が確認できる書類 

雇用保険被保険者証、賃金台帳や給与所得の源泉徴収票の写し等 

オ その他、市が指定する書類 

 ⑵ 測量設計等委託業務以外の委託業務 

   市が入札通知等で指定した書類、又は、市が指定する書類とする。 

 

２ 落札者の決定 

⑴ 技術審査の結果、適正な履行が可能と判断した場合は、落札候補者を落札者として決定する。 

⑵ 技術審査の結果、適正な履行が不可能と判断した場合は、落札候補者を失格とし、次順位者がある

場合は、次順位者を落札候補者とする。なお、落札者が決定するまで上記技術審査を繰り返すものと

する。次順位者がない場合は、入札を不調とし、取り止めとする。 
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別紙１ 

 

田辺市測量設計等委託業務の審査に係る失格判定基準 

 

失格判定型低入札価格調査制度において調査基準価格未満で入札した場合、以下の基準のいずれかに該

当する場合は、失格とする。 

 

１ 失格基準比率等による失格 

 次の各項に該当する場合は、その後の調査を行うことなく失格とする。 

 ⑴ 低入札価格調査に必要な書類の提出に関して、次に掲げる場合のいずれかに該当するとき 

ア 調査様式の提出が全くない場合 

イ 調査様式の一部の提出がなく、必要な調査を行うことができない場合 

⑵ 提出された入札金額の積算内訳書の内容が次に掲げる場合のいずれかに該当するとき 

 ア 積算内訳書の合計金額と当該入札価格が一致しない場合 

 イ 積算内訳書に計上した費目別金額のうち、下表に掲げる判定費目の額が、次に掲げる場合のいず

れかに該当するとき。ただし、当該判定費目以外で判定する場合においては、入札通知等において

別に定めることができる。 

判定費目 失格条件 

直接業務に係る費目 

該当の判定費目が、市が提示した設計書に計上された当該費目の

額の 100分の 95を乗じて得た額（1,000円未満切り捨て）未満の

場合 

上記費目を除く諸経費等の費目 

該当の判定費目の総計額が、市が提示した設計書に計上された当

該費目の総計額の 100分の 10を乗じて得た額（1,000円未満切り

捨て）未満の場合 

 

２ 書類調査による失格 

  提出書類の調査段階で、次の各号に該当する場合は失格とする。 

⑴ 低入札価格調査に協力しない場合 

ア 提出した書類の根拠資料が、調査者が定める期限（調査日）に整わない場合（追加資料などで調

査者の承認を得たものを除く。） 

イ ヒアリングに応じない場合 

ウ ヒアリングに当たって、当該ヒアリングに対応できる担当者の出席がない場合 

⑵ 合理的な理由がある場合を除き、積算内訳書が次に掲げる場合のいずれかに該当するとき 

 ア 提出された積算内訳書の費目名が、本市が提示した設計書に掲げる費目名と相違がある場合 

 イ 和歌山県の最低賃金額を下回っている場合 

 ウ 必要な積算費用が計上されていない場合 

 エ 配置予定技術者の常雇用関係が確認できない場合 

オ その他法令違反等の恐れがあると認められる場合 


